
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなときは， 

みみややぎぎのの消消費費生生活活情情報報  

発行／宮城県消費生活センター 

 

Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

I N D E X 
◆消費生活センターって何をするところ？ 

 
◆送りつけ商法に御注意ください 

 

 

◆TDK 製スチーム式加湿器のリコールについて 

 

 

 

４  月号 

第 37号 

April 

 

 

◆住宅のリフォーム等の訪問販売業者に行政処分 

 

 

 

 

消費生活センターって何をするところ？ 

宮城県消費生活センターでは，電話でも，直接窓口でも相談を受け付けています。

相談は無料です。電話番号及び受付時間は，最後のページを御参照ください。 

そのほか宮城県内には，県内６箇所の県合同庁舎にある県民サービスセンターと各

市町村の消費生活相談窓口があり，それぞれで消費生活に関する相談をすることがで

きます。 

消費生活に関して，何かトラブルに遭ってしまった場合，疑問や不安なことがある

場合は，ぜひ御相談ください。 

皆さんは，「消費生活センター」というところをご存じですか？ 

消費生活センターは，消費生活に関するトラブルの相談を受け付け，消費生活相談

員が解決を図るためのアドバイスや情報提供，あっせん，適切な機関への紹介などを

行っている機関です。 

この「みやぎの消費生活情報」は，宮城県消費

生活センターが毎月発行している情報誌です。こ

れまで毎回御覧になっていた方にも，初めて手に

取った方にも，分かりやすい内容になるように努

めて参りますので，どうぞよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省はＴＤＫ株式会社に対して，消

費生活用製品安全法第３９条第１項の規定

に基づき，該当する製品について，回収，消

費者向け注意喚起等必要な措置をとるべき

旨の危害防止命令を，平成２５年３月１３日

付けで発出しました。 

http://www.tdk.co.jp/index.htm 

TDK 製スチーム式加湿器のリコールについて 

送りつけ商法に御注意ください 

皆 様 へ の ア ド バ イ ス 

1. 必要のない商品の勧誘ははっきりと断りましょう。また，業者名や連絡先を確認しておき

ましょう。 

2. 消費者が了承していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合は，支払

の義務はありません。商品が届いても，安易に受け取らないようにしましょう。 

3. 一度代金を支払ってしまうと，販売業者が返金に応じない場合があります。必要のない

商品の代金は支払わないようにしましょう。 

4. 少しでも不審に思ったら，最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。 

1. 突然業者から電話があり，「注文のあった健康食品を送る。」と言われた。「注文

していない。」と断ったら，「少額訴訟する。」などと脅された。 

2. 突然電話があり，「こちらは配送センターです。３ヵ月前に注文されたサプリメ

ントの準備が出来たので送ります。」と言われた。「自分は注文した覚えはない。」

と断ったが，「絶対間違いないので送る。」と強引に言われた。 

 

業者から突然電話があり，「強引に商品を送る。」と言われ，

頼んでもいない商品を送りつけられる悪質商法です。「申し込

んでいない。」と断ると，「注文は確かに受けており，キャンセ

ルはできない。」とか，「もう送ったので，今さら困る。」など

ど言われたり，暴言を吐かれるケースもあります。 

業者名等を告げずに電話をかけてくる場合が多くあります。 

送りつけ商法とは？ 

http://www.tdk.co.jp/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅のリフォーム等の訪問販売業者に行政処分 

 
県は，特定商取引法に違反する勧誘行為を行っていた下記の訪問販売業者に対し，平成２５

年３月２２日（金）に，訪問販売に関する業務を改善するよう指示しました。 

 

１ 事業者の概要 

(1) 事業者名  ヒロト工務店株式会社（以下「同社」という。） 

(2) 代 表 者  代表取締役 寺澤 淳（てらさわ じゅん） 

(3) 所 在 地  仙台市宮城野区福田町三丁目６番１８号 

(4) 会社設立  平成２２年６月２４日 

(5) 業務内容  一般住宅のリフォーム等 

 

２ 訪問販売の概要 

同社は，下水ますの洗浄工事等の目的で消費者宅を訪問するが，その目的を明示せずに，

下水ますを開けさせ「下水ますが汚れている。」と言って洗浄工事を勧め，洗浄後，下水ま

すの交換工事やその他屋根工事や床下工事などを勧誘していました。 

 

３ 行政処分の原因となる事実 

(1) 勧誘目的の不明示 

同社は，消費者宅に訪問した際，「下水ますを見せてください。」，「無料で見ているだけ

なんです。」，「排水溝を見させてください。」，「下水ますを点検させてください。」などと告

げ，勧誘に先立ってその相手方に対し，下水ますの洗浄工事等の勧誘が目的である旨を明

らかにしていませんでした。 

 

(2) 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する再勧誘 

同社は，「いい。大丈夫だ。」，「必要ない。」，「やりません。」などと契約を断っている消

費者に対し，「やった方がいいんだ。」，「消毒した方がいいんだ。」，「１２万円を１０万円に

してやるから。」，「今日契約してもらえれば，これも，これも，これも，この金額でやるか

ら。」などと引き続き勧誘を行っていました。 

 

(3) 書面の不交付 

同社は，下水ますの洗浄工事の契約を締結したとき，直ちに，契約内容を明らかにする

書面を相手方に交付せずに工事を行っていました。 

 

４ 消費生活相談件数の状況（平成 25 年 3 月 22 日現在） 

  宮城県内の消費生活相談窓口に寄せられている，同社 

に関する相談件数は次のとおりです。 

   

  平成２４年度３１件 



 

発行／宮城県消費生活センター 

 


